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(57)【要約】
パラメータ獲得方法、基地局および端末装置を提供する
。当該方法は：端末装置は、基地局から送信され少なく
とも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の
関連パラメータを報告させるための要求メッセージを受
信し、当該要求メッセージにはキャリア識別情報がふく
まれ；当該端末装置が当該要求メッセージに基づいて当
該少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセ
ス手順の関連パラメータを当該基地局に送信し，ネット
ワーク側に、当該関連パラメータを利用して対応するラ
ンダムアクセスの最適化を行わせることを含む。当該方
法によれば、ネットワーク側に、対応するキャリアでの
ランダムアクセスチャネルの最適化を行わせることで、
時間の遅延を低減し且つランダムアクセスの成功率を上
げることができ、異なる周波数バンドキャリアシステム
における従来技術の課題を解決することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パラメータ獲得方法であって、
　端末装置は、基地局より送信され、少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアク
セス手順の関連パラメータを報告させるための要求メッセージを受信し、前記要求メッセ
ージには、キャリア識別情報が含まれ；
　前記端末装置は、前記要求メッセージに基づいて前記少なくとも１つのキャリアで発生
したランダムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信し、ネットワーク側に、
前記関連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わせ；
　前記関連パラメータは、前記少なくとも１つのキャリアで、最後に成功したランダムア
クセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功した前
記ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪
が存在することは検出されたかの情報とを含む、
ことを特徴とするパラメータ獲得方法。
【請求項２】
　前記キャリア識別情報は、予め設定され、異なるキャリアを唯一に識別するためのキャ
リア識別情報であり、
　前記端末装置は、前記要求メッセージの中の前記キャリア識別情報に基づいて対応する
キャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信する、
請求項１に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項３】
　各周波数帯において１つのキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに、前
記キャリア識別情報は、予め設定した周波数帯識別情報であり、
　前記端末装置は、前記要求メッセージの中の前記周波数帯識別情報に基づいて対応する
キャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信する、
請求項１に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項４】
　各周波数帯において１つ以上のキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに
、前記キャリア識別情報は、周波数帯識別情報とキャリア識別情報を含み、前記キャリア
識別情報は、同一の周波数バンド内部では唯一であり、且つ異なる周波数帯の間では唯一
ではなく、
　前記端末装置は、前記要求メッセージの中の前記周波数帯識別情報とキャリア識別情報
に基づいて対応するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを前記基
地局に送信する、
請求項１に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項５】
　パラメータ獲得方法であって、
　基地局は、少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメー
タを獲得する要求メッセージを端末装置に送信し、当該要求メッセージには、キャリア識
別情報が含まれ；
　当該端末装置が当該要求メッセージに基づいてフィードバックし、当該少なくとも１つ
のキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを受信し、当該基地局は、
当該関連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行い、当該関連パラ
メータは、当該少なくとも１つのキャリアで、最後に成功したランダムアクセス手順にお
いて送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功した当該ランダムアク
セス手順において最後に成功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つのラ
ンダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む。
ことを特徴とするパラメータ獲得方法。
【請求項６】
　前記キャリア識別情報は、予め設定され、異なるキャリアを唯一に識別するためのキャ
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リア識別情報であり、又は、
　各周波数帯において１つのキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに、前
記キャリア識別情報は、予め設定した周波数帯識別情報であり、又は、
　各周波数帯において１つ以上のキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに
、前記キャリア識別情報は、周波数帯識別情報とキャリア識別情報を含み、前記キャリア
識別情報は、同一の周波数バンド内部では唯一であり、且つ異なる周波数帯の間では唯一
ではない、
請求項５に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項７】
　前記基地局は、前記関連パラメータをネットワーク側の他の機能エンティティに送信し
、前記ネットワーク側の他の機能エンティティに、前記関連パラメータを利用して対応す
るランダムアクセスの最適化を行わせる、
請求項５に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項８】
　第一受信ユニットと第一送信ユニットとを備える端末装置であって
　前記第一受信ユニットは、基地局から送信され少なくとも１つのキャリアで発生したラ
ンダムアクセス手順の関連パラメータを報告させるための要求メッセージを受信し、前記
要求メッセージには、キャリア識別情報が含まれ、
　前記第一送信ユニットは、前記第一受信ユニットが受信した要求メッセージに基づいて
前記少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを前記
基地局に送信し、ネットワーク側に、前記関連パラメータを利用して対応するランダムア
クセスの最適化を行わせ、
　当該関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで、最後に成功したランダムア
クセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功した当
該ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪
が存在することは検出されたかの情報とを含む、
ことを特徴とする端末装置。
【請求項９】
　前記キャリア識別情報は、予め設定され、異なるキャリアを唯一に識別するためのキャ
リア識別情報であり、前記第一送信ユニットは、前記キャリア識別情報に基づいて対応す
るキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信し、或
いは、
　各周波数帯において１つのキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに、前
記キャリア識別情報は、予め設定した周波数帯識別情報であり、前記第一送信ユニットは
、前記周波数帯識別情報に基づいて対応するキャリアで発生したランダムアクセス手順の
関連パラメータを前記基地局に送信し、或いは、
　各周波数帯において１つ以上のキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに
、前記要求メッセージは、周波数帯識別情報とキャリア識別情報を含め、前記キャリア識
別情報は、同一周波数バンド内部では唯一であり、異なる周波数帯の間では唯一ではなく
、且つ、前記第一送信ユニットは、前記周波数帯識別情報とキャリア識別情報に基づいて
対応するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信
する、
請求項８に記載の端末装置。
【請求項１０】
　第二送信ユニットと第二受信ユニットを備える基地局であって、
　前記第二送信ユニットは、少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順
の関連パラメータを獲得する要求メッセージを端末装置に送信し、前記要求メッセージに
はキャリア識別情報が含まれ、
　前記第二受信ユニットは、前記端末装置が前記要求メッセージに基づいてフィードバッ
クした前記少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータ
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を受信し、前記基地局に、前記関連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最
適化を行わせ、
　前記関連パラメータは、前記少なくとも１つのキャリアで最後に成功したランダムアク
セス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、前記最後に成功した
ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が
存在することは検出されたかの情報とを含む、
ことを特徴とする基地局。
【請求項１１】
　パラメータ獲得方法であって、
　端末装置は、基地局から送信され、ランダムアクセス手順の関連パラメータを報告させ
るための要求メッセージを受信し、
　前記端末装置は、前記要求メッセージに基づいてキャリアで発生したランダムアクセス
手順の関連パラメータを前記基地局に送信し、ネットワーク側に、前記関連パラメータを
利用して対応するランダムアクセスの最適化を行なわせ、
　前記関連パラメータは、キャリア識別情報、前記キャリア識別情報に対応するキャリア
で最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブ
ルの数と、最後に成功した前記ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダム
アクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報とを含む、
ことを特徴とするパラメータ獲得方法。
【請求項１２】
　前記キャリア識別情報は、全てのキャリアの識別情報、又は一部の識別情報であって、
　前記端末装置は、前記要求メッセージに基づいてキャリアで発生したランダムアクセス
手順の関連パラメータを前記基地局に送信し、具体的には
　前記端末装置は、前記要求メッセージに基づいて、全て又は一部のキャリアで発生した
ランダムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信する、
請求項１１に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項１３】
　前記端末装置は、前記要求メッセージに基づいて全て又は一部のキャリアで発生したラ
ンダムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信し、具体的には、
　もし前記端末装置が現在報告しようとする全てのキャリアでの関連パラメータは、最後
に報告した全てのキャリアでの関連パラメータと異なるのであれば、前記端末装置は、全
てのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信し、

　もし前記端末装置が現在報告しよう全てのキャリアでの関連パラメータの中の一部のキ
ャリアでの関連パラメータは、最後に報告した前記一部のキャリアでの関連パラメータと
異なるのであれば、前記端末装置は、前記一部のキャリアで発生したランダムアクセス手
順の関連パラメータを前記基地局に送信する、
請求項１２に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項１４】
　前記キャリア識別情報は、予め設定され、異なるキャリアを唯一に識別するためのキャ
リア識別情報であり、或いは、
　各周波数帯において１つのキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに、前
記キャリア識別情報は予め設定した周波数帯識別情報であり、或いは、
　各周波数帯において１つ以上のキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに
、前記キャリア識別情報は、周波数帯識別情報とキャリア識別情報を含み、前記キャリア
識別情報は、同一周波数バンド内部では唯一であり、且つ異なる周波数帯の間では、唯一
ではない、
請求項１１に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項１５】
　パラメータ獲得方法であって、
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　基地局は、発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを獲得する要求メッセージ
を端末装置に送信し、
　前記端末装置が前記要求メッセージに基づいてフィードバックした、キャリアで発生し
たランダムアクセス手順の関連パラメータを受信し、前記基地局は、前記関連パラメータ
を利用して対応するランダムアクセスの最適化を行い、
　前記関連パラメータは、キャリア識別情報と、前記キャリア識別情報に対応するキャリ
アで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアン
ブルの数と、前記最後に成功したランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダ
ムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報とを含む、
ことを特徴とするパラメータ獲得方法。
【請求項１６】
　前記キャリア識別情報は、予め設定され、異なるキャリアを唯一に識別するためのキャ
リア識別情報であり、或いは、
　各周波数帯において１つのキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに、前
記キャリア識別情報は、予め設定した周波数帯識別情報であり、或いは、
　各周波数帯において１つ以上のキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに
、前記キャリア識別情報は、周波数帯識別情報とキャリア識別情報を含み、前記キャリア
識別情報は、同一周波数バンド内部では唯一であり、異なる周波数帯の間では唯一ではな
い、
請求項１５に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項１７】
　前記基地局は、前記関連パラメータをネットワーク側の他の機能エンティティに送信し
、前記ネットワーク側の他の機能エンティティに、前記関連パラメータ基づいて対応する
ランダムアクセスの最適化を行わせる、
請求項１５に記載のパラメータ獲得方法。
【請求項１８】
端末装置であって、
　基地局から送信され、ランダムアクセス手順の関連パラメータを報告させるための要求
メッセージを受信する第三受信ユニットと、
　前記第三受信ユニットが受信した要求メッセージに基づいてキャリアで発生したランダ
ムアクセス手順の関連パラメータを前記基地局に送信し、ネットワーク側に、前記関連パ
ラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わせる第四送信ユニットと、
を含み、
　前記関連パラメータは、キャリア識別情報と、前記キャリア識別情報に対応するキャリ
アで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアン
ブルの数と、前記最後に成功したランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダ
ムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む、
ことを特徴とする端末装置。
【請求項１９】
　基地局であって、
　発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを獲得する要求メッセージを端末装置
に送信する第五送信ユニットと、
　前記端末装置が前記要求メッセージに基づいてフィードバックした、キャリアで発生し
たランダムアクセス手順の関連パラメータを受信し、前記基地局に前記関連パラメータを
利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わせる第四受信ユニットと、を含み、
　前記関連パラメータは、キャリア識別情報と、前記キャリア識別情報に対応するキャリ
アで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアン
ブルの数と、前記最後に成功したランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダ
ムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む、
ことを特徴とする基地局。
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【請求項２０】
　コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、
　端末装置において前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは、コンピュータ
に、前記端末装置で請求項１乃至４の何れかに記載のパラメータ獲得方法を実行させ、或
いは、請求項１５乃至１８の何れかに記載のパラメータ獲得方法を実行させる、
ことを特徴とするプログラム。
【請求項２１】
　コンピュータ読み取り可能なプログラムを記憶させた記録媒体であって、
　前記コンピュータ読み取り可能なプログラムは、コンピュータに、端末装置で請求項１
乃至４の何れかに記載のパラメータ獲得方法、或いは請求項１１乃至１４の何れかに記載
のパラメータ獲得方法を実行させる、
ことを特徴とする記録媒体。
【請求項２２】
　コンピュータ読み取り可能なプログラムであって、
　基地局で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは、コンピュータに、前記
基地局で請求項５乃至７の何れかに記載のパラメータ獲得方法、或いは、請求項１５乃至
１７の何れかに記載のパラメータ獲得方法を実行させる、
ことを特徴とするプログラム。
 
【請求項２３】
　コンピュータ読み取り可能なプログラムを記録させた記録媒体であって、
　前記コンピュータ読み取り可能なプログラムは、コンピュータに、基地局で請求項５乃
至７の何れかに記載のパラメータ獲得方法、或いは、請求項１５乃至１７の何れかに記載
のパラメータ獲得方法を実行させる、
ことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、特にランダムアクセスの最適化のためのパラメータを獲得す
る方法、基地局および端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムでは、アップリンクの同期を実現するために端末装置がアップリンク
ランダムアクセス手順を行う必要がある。アップリンクの同期が実現される限り、端末装
置と基地局との間でアップリンクやダウンリンクのデータと情報の転送が可能となる。
【０００３】
　ランダムアクセス手順の成功率を高め且つ時間の遅延を低減するためにランダムアクセ
スチャネル（RACH：Random　Access　Channel）の最適化を行う必要がある。Rel.９のロ
ングタームエボリューションアドバンスト（LTE-A：long　term　evaluation　Advanced
）システム（非キャリアアグリゲーションシステム）においては、最適化を行うために、
基地局は、ランダムアクセス手順の関連パラメータをいくつか報告するよう端末装置に要
求し、基地局はこれらのパラメータを直接獲得することができず、端末装置を通じて獲得
するしかない。
【０００４】
　図１は、従来技術において基地局が端末装置から報告されたパラメータを獲得するため
のフローチャートである。図１示されたように、まず、基地局（eNB）は、ランダムアク
セス手順の関連パラメータを報告するよう当該ユーザ設備（UE：User　Equipment）に要
求を送信し、ここで、UE　Information　Requestメッセージを通じて送信することができ
る。当該ユーザ設備UEが当該要求を受信した後、UE　Information　Response情報を通じ
てランダムアクセス手順の関連パラメータを当該基地局に提供する。ここで、主に以下の
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２つのパラメータを含む：
　１）送信するランダムアクセスプリアンブルの数：最後に成功したランダムアクセス手
順において媒体アクセス制御（MAC：Media　Access　Control）層が送信したランダムア
クセスプリアンブルの数を指す；
　２）争奪（contention）が検出されたか：もし最後に成功した当該ランダムアクセス手
順において少なくとも１つの送信されたランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在する
ことが検出されると“true”に設定し、そうでなければ“false”に設定する。
【０００５】
　当該基地局は、セルにおける当該端末装置からの上記２つのパラメータに関する報告を
受信した後に、当該基地局またはネットワーク側の幾つかのエンティティは、最適化アル
ゴリズムによりアクセスチャネルの幾つかのパラメータを再設定し、関連する最適化を行
うことで、端末装置のアクセスの成功率を高め、遅延を減らすことができる。
【０００６】
　上述より明らかなように、Rel.９のLTE-Aシステムは非キャリアアグリゲーションシス
テムであり、即ち、サービングセルでは、１つの端末装置にとって１つのキャリアしかな
く、ランダムアクセス手順は唯一のキャリアで行う。
【０００７】
　図２はキャリアアグリゲーションを示す概略図である。キャリアアグリゲーション（CA
：Carrier　Aggregation）システムにおいて、図２に示されたように、端末設備は最大１
００MHzの帯域幅内で作動することができ、５つのキャリアを集約することができる。即
ち、マルチキャリアシステムについて同一周波数バンド（intra-band）CAシステムと異な
る周波数バンド（inter-band）CAシステムに分けることができる。
【０００８】
　ここで、同一周波数バンドCAシステムにおいては、ランダムアクセス手順はプライマリ
ーキャリアで起き、セカンダリキャリアでは起きないため、１つの端末装置にとって、ラ
ンダムアクセス手順は１つのキャリアだけで起きる。
【０００９】
　また、異なる周波数バンドCAシステムにおいては、ランダムアクセス手順は、プライマ
リーキャリアだけではなく、他の周波数帯のセカンダリキャリアでも起きるため、１つの
端末装置にとって、ランダムアクセス手順の発生する位置（どのキャリア）は唯一ではな
い。
【００１０】
　従って、発明者は、本発明の手順を実現する中で従来技術の以下の欠点を発見した。即
ち、１つの異なる周波数バンドCAシステムにおいて、ランダムアクセスチャネルは、各周
波数帯において互いに独立している。ネットワーク側がランダムアクセスチャネルに対し
て最適化を行うときに、もし依然として図１に示されたような手順を採用すれば、基地局
は、端末装置が報告したパラメータに関わるランダムアクセス手順がどの周波数帯で発生
するかを知ることができない。従って、ネットワーク側は相応する最適化を行うことがで
きない。また、従来技術には上述した課題を解決するための方法は提供されていない。
【００１１】
　以下、本発明と通常の技術を理解するために有益な文献を列挙し、このような引用は、
その内容を本明細書に記載するのと同様な効果を奏する。
【００１２】
　１、３GPP　TS　３６.３２１　V９.３.０(２０１０-０６)　Medium　Access　Control(
MAC)　Protocol　specification(Release　９).
　２、３GPP　TS　３６.３３１　V９.４.０(２０１０-０９)　Radio　Resource　Control
　(RRC)　Protocol　specification　(Release　９).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
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　本発明の実施例の目的は、パラメータ獲得方法、基地局および端末装置を提供すること
にある。本発明の実施例によれば、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、基地
局は、関連するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを端末装置に
報告させる、或いは、端末装置が基地局の要求に基づいて自らキャリア識別情報を含む関
連パラメータを報告することによりネットワーク側は、当該関連パラメータを利用して対
応するキャア上のランダムアクセスチャネルについて最適化を行い、よって、時間の遅延
を低減し且つランダムアクセスの成功率を上げることができ、異なる周波数バンドキャリ
アシステムにおける従来技術の課題を解決することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の実施例の１つの方面によれば、パラメータ獲得方法を提供する。当該方法では
、
　端末装置は、基地局より送信され、少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアク
セス手順の関連パラメータを報告させるための要求メッセージを受信し、当該要求メッセ
ージには、キャリア識別情報が含まれ；
　当該端末装置は、当該要求メッセージに基づいて当該少なくとも１つのキャリアで発生
したランダムアクセス手順の関連パラメータを当該基地局に送信し、ネットワーク側が当
該関連パラメータに基づいて対応するランダムアクセスの最適化を行い；
　ここで、当該関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで、最後に成功したラ
ンダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成
功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブ
ルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む。
【００１５】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、パラメータ獲得方法を提供する。当該方法
では、
　基地局は、少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメー
タを獲得する要求メッセージを端末装置に送信し、当該要求メッセージはキャリア識別情
報を含み；
　当該端末装置が当該要求メッセージに基づいてフィードバックし、当該少なくとも１つ
のキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを受信することにより、当
該基地局は当該関連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行い；
　ここで、当該関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで、最後に成功したラ
ンダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成
功した当該ランダムアクセス手順において最後に成功した当該ランダムアクセス手順にお
いて少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出された
かの情報とを含む。
【００１６】
　本発明の実施例の１つの方面によれば、端末装置を提供する。当該端末装置は、第一受
信ユニットと第一送信ユニットとを含む。
【００１７】
　第一受信ユニットは、基地局から送信され少なくとも１つのキャリアで発生したランダ
ムアクセス手順の関連パラメータを報告させるための要求メッセージを受信し、当該要求
メッセージにはキャリア識別情報が含まれる。
【００１８】
　第一送信ユニットは、当該第一受信ユニットが受信した要求メッセージに基づいて当該
少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを当該基地
局に送信することにより、ネットワーク側は当該関連パラメータを利用して対応するラン
ダムアクセスの最適化を行う。
【００１９】
　ここで、当該関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで、最後に成功したラ
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ンダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成
功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブ
ルに争奪が存在することは検出されたかの情報とを含む。
【００２０】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、基地局を提供する。当該基地局は、第二送
信ユニットと第二受信ユニットを含む。
【００２１】
　前記第二送信ユニットは、少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順
の関連パラメータを獲得する要求メッセージを端末装置へ送信し、当該要求メッセージは
キャリア識別情報を含む。
【００２２】
　前記第二受信ユニットは、当該端末装置が当該要求メッセージに基づいてフィードバッ
クした当該少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータ
を受信することで、当該基地局は当該関連パラメータを利用して対応するランダムアクセ
スの最適化を行う。
【００２３】
　ここで、当該関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで最後に成功したラン
ダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功
した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブル
に争奪が存在することは検出されたかの情報とを含む。
【００２４】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、パラメータ獲得方法を提供する。当該方法
では、
　端末装置は、基地局が送信し、ランダムアクセス手順の関連パラメータを報告させるた
めの要求メッセージを受信し；
　当該端末装置は当該要求メッセージに基づいてキャリアで発生したランダムアクセス手
順の関連パラメータを当該基地局に送信することでネットワーク側は当該関連パラメータ
を利用して対応するランダムアクセスの最適化を行うことを含み；
　ここで、当該関連パラメータは、キャリア識別情報、当該キャリア識別情報に対応する
キャリアで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプ
リアンブルの数と、最後に成功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つの
ランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報とを含む。
【００２５】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、パラメータ獲得方法を提供する。当該方法
では、
　基地局は、発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを獲得する要求メッセージ
を端末装置に送信し；
　当該端末装置が当該要求メッセージに基づいてフィードバックしたキャリアで発生した
ランダムアクセス手順の関連パラメータを受信することで、当該基地局は当該関連パラメ
ータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行い；
　ここで、当該関連パラメータは、キャリア識別情報、当該キャリア識別情報に対応する
キャリアで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプ
リアンブルの数と、最後に成功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つの
ランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報とを含む。
【００２６】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、端末装置を提供する。当該端末装置では、
　基地局から送信され、ランダムアクセス手順の関連パラメータを報告させるための要求
メッセージを受信する第三受信ユニットと；
　当該第三受信ユニットが受信した要求メッセージに基づいてキャリアで発生したランダ
ムアクセス手順の関連パラメータを当該基地局に送信し、ネットワーク側に、当該関連パ
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ラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わせる第四送信ユニットと、
を含む。
【００２７】
　ここで、当該関連パラメータは、キャリア識別情報、当該キャリア識別情報に対応する
キャリアで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプ
リアンブルの数と、最後に成功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つの
ランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む。
【００２８】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、基地局を提供する。当該基地局では、
　発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを獲得する要求メッセージを端末装置
に送信する第五送信ユニットと、
　当該端末装置が当該要求メッセージに基づいてフィードバックしたキャリアで発生した
ランダムアクセス手順の関連パラメータを受信し、当該基地局に、当該関連パラメータを
利用して対応するランダムアクセスの最適化を行なわせる第四受信ユニットと、を含む。
【００２９】
　ここで、当該関連パラメータは、キャリア識別情報と、当該キャリア識別情報に対応す
るキャリアで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセス
プリアンブルの数と、最後に成功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つ
のランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む
。
【００３０】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、コンピュータ読み取り可能なプログラムを
提供する。ここで、端末装置で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは、コ
ンピュータに、前記端末装置において前記パラメータ獲得方法を実行させる。
【００３１】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、コンピュータ読み取り可能なプログラムを
記録させた記録媒体を提供する。ここで、前記コンピュータ読み取り可能なプログラムは
、コンピュータに、端末装置において前記パラメータ獲得方法を実行させる。
【００３２】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、コンピュータ読み取り可能なプログラムを
提供する。ここで、基地局において前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは
、コンピュータに、前記基地局において前記パラメータ獲得方法を実行させる。
【００３３】
　本発明の実施例のもう１つの方面によれば、コンピュータ読み取り可能なプログラムを
記録させた記録媒体を提供する。ここで、前記コンピュータ読み取り可能なプログラムは
、コンピュータに基地局において前記パラメータ獲得方法を実行させる。
【００３４】
　本発明の実施例の有益な効果は、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、基地
局は、端末装置に、関連するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータ
を報告させる、或いは、端末装置は、基地局の要求に基づいて自らキャリア識別情報を含
む関連パラメータを報告し、ネットワーク側に、対応するキャリアでのランダムアクセス
チャネルについて最適化を行わせることができるため、時間の遅延を低減し、且つランダ
ムアクセスの成功率を上げることができ、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて
従来技術に存在する課題を解決することができる。
【００３５】
　以下の説明と図面を参照して本発明の特定な実施形態を詳しく開示し、本発明の原理に
採用できる様態を示しているが、本発明の実施形態はこれらに限定されず、添付の請求の
範囲の要旨と範囲内に本発明に対する様々な変更、改善又は均等物を設計することができ
るものと認めるべきである。
【００３６】
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　１つの実施形態について記載および/または図示した特徴は同一または類似の方法で１
つまたは複数の他の実施形態で使用することができ、また、その他の実施形態の中の特徴
と組合せ、または他の実施形態の特徴を代替することもできる。
【００３７】
　強調すべきなのは、用語「含む/備える」は、本明細書において特徴、要素、ステップ
またはモジュールの存在を示し、１つまたは複数の他の特徴、要素、ステップまたはモジ
ュールの存在または付加を排除しない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】従来技術において基地局が端末装置から報告された関連パラメータを獲得するフ
ローチャートである。
【図２】キャリアアグリゲーションシステムにおいてキャリアアグリゲーションの概略図
である。
【図３】本発明の実施例１のパラメータ獲得方法のフローチャートである；
【図４】本発明の実施例２のパラメータ獲得方法のフローチャートである；
【図５】本発明の実施例３のパラメータ獲得方法のフローチャートである；
【図６】本発明の実施例４の端末装置の構成の概略図である；
【図７】本発明の実施例５の基地局の構成の概略図である；
【図８】本発明の実施例６のパラメータ獲得方法のフローチャートである；
【図９】本発明の実施例７のパラメータ獲得方法のフローチャートである；
【図１０】本発明の実施例８のパラメータ獲得方法のフローチャートである；
【図１１】本発明の実施例９の端末装置の構成の概略図である；
【図１２】本発明の実施例１０の基地局の構成の概略図。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、図面を参照しながら本発明の各実施形態について説明する。これらの実施形態は
例示的なものであり、本発明を限制するものではない。当業者が本発明の原理と実施形態
を理解しやすいために、本発明の実施形態はロングタームエボリューションアドバンスト
（LTE-A：long　term　evaluation　advanced）システムにおける異なる周波数バンドのC
Aシステムを例に説明するが、本発明は当該システムに限られず、あらゆるランダムアク
セス手順において発生する位置が唯一でないシステムに応用できるは理解されるところで
ある。
【００４０】
　図３は本発明の実施例１のパラメータ獲得方法のフローチャートである。図３に示され
たように、当該方法は、ステップ３０１とステップ３０２を含む。
【００４１】
　前記ステップ３０１においては、端末装置は、基地局から送信され少なくとも１つのキ
ャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを報告させるための要求メッセ
ージを受信する。当該要求メッセージにはキャリア識別情報が含まれる。
【００４２】
　前記ステップ３０２においては、当該端末装置は、要求メッセージに基づいて少なくと
も１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを基地局に送信し、
ネットワーク側に、関連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わ
せる。
【００４３】
　ここで、当該関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで最後に成功したラン
ダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功
したランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争
奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む。
【００４４】



(12) JP 2014-502104 A 2014.1.23

10

20

30

40

50

　本実施例において、ステップ３０１では、当該要求メッセージはUE
Information Requestメッセージを採用することができ、ステップ３０２では、当該端末
装置が当該要求メッセージを受信した後に、UE Information Responseメッセージを通じ
て関連パラメータをフィットバックする。
【００４５】
　本実施例において、ステップ３０１では、当該基地局は、端末装置にランダムアクセス
手順の関連パラメータの存在するキャリアを報告させる指示を要求メッセージに持たせる
、即ち、キャリア識別情報を持たせる。このようにして、ステップ３０２では、当該端末
装置は、要求メッセージを受信した後に、当該要求メッセージに持たせたキャリア識別情
報に基づいて当該関連パラメータを報告し、且つ関連パラメータをフィットバックすると
きに再び当該キャリア識別情報を報告する必要はない。
【００４６】
　ここで、もし基地局は、ステップ３０１における要求メッセージの中に１つのキャリア
でランダムアクセス手順を行う関連パラメータを報告するよう指示すると、例えばキャリ
アCj、端末装置は、ステップ３０２においてキャリアCjでランダムアクセス手順を行う関
連パラメータを直接該基地局に送信する。もし基地局は、ステップ３０１において複数の
キャリアでランダムアクセス手順を行う関連パラメータを報告するよう指示すると、端末
装置は、ステップ３０２において所定のルールに基づいて複数のキャリアでランダムアク
セス手順を行う関連パラメータを報告することができ、再びキャリア識別情報を報告する
必要はない。例えば、要求メッセージの中のキャリア識別情報の順番に基づいて、報告す
るランダムアクセス手順の関連パラメータについて並び替えを行い、且つ順番に基地局へ
送信する。このようにして、当該基地局は送信したキャリア識別情報に対応する関連パラ
メータを順に受信することができる。
【００４７】
　本実施例においては、当該関連パラメータに含まれる「最後に成功したランダムアクセ
ス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは
検出されたかの情報」について“０”または“１”で示し、例えば、“０”で争奪が存在
することを示し、“１”で存在しないことを示すことができる。逆の場合も同じである。
また、“true”または“false”を用いることもできる。例えば、背景技術に開示された
ようである。ここでは重複な説明を省略するが、前記の表示方式に限られず、他の任意の
符号で示すことができる。
【００４８】
　本実施例においては、システムの構成、または、各周波数帯でランダムアクセス手順を
行うキャリアの数によりキャリア識別情報を決定することができる。ここで、
　１）システムは各キャリアにキャリア識別情報、例えば、キャリア識別子を順番に配分
するときに、当該キャリア識別子はキャリアを唯一に識別することができる。このときに
、当該キャリア識別情報は当該キャリア識別子であっても良い、例えば、Rel.１０では、
各端末装置について言えば、そのプライマリーキャリアとセカンダリキャリアはそれぞれ
唯一の番号を有し、ServCellIndexである。このときに、ServCellIndexを用いて当該少な
くとも１つのキャリアにおけるキャリア識別子とすることができる。
【００４９】
　このようにして、当該端末装置では、当該キャリア識別子に基づいて対応するキャリア
で発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを基地局へ送信することができる。
【００５０】
　２）各周波数帯は、ただ１つのキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに
。当該キャリア識別情報は周波数帯識別情報を採用し、例えば、周波数帯識別子で示すこ
とができる。例えば、当該端末装置に３つの周波数帯がある場合、その周波数帯識別子は
、band０、band１とband２である。同時に、band０に２つのキャリア：carrier０とcarri
er１がある。band１に３つのキャリア：carrier０、carrier１とcarrier２がある。band
２に２つのキャリア：carrier０とcarrier１がある。当該３つの周波数帯において、もし
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いずれも１つのキャリア、例えばcarrier０でランダムアクセスを行うと、周波数帯識別
子を用いて、例えばband０、band１或band２をキャリア識別子とすることができる。
【００５１】
　このようにして、当該端末装置は、要求メッセージの中の周波数帯識別子に基づいて対
応するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを基地局へ送信するこ
とができる。
【００５２】
　３）各周波数帯において１つ以上のキャリアがランダムアクセスを行うことができ、且
つキャリア識別情報は、同一周波数バンドでは唯一であり、異なる周波数帯の間では唯一
ではないときに、当該キャリア識別情報には周波数帯識別情報とキャリア識別情報が同時
に含まれる必要がある。例えば、当該端末装置には３つの周波数帯があり、その周波数帯
識別情報、例えば周波数帯識別子はband０、band１とband２である。同時に、band０には
２つのキャリア：carrier０とcarrier１がある。band１には３つのキャリア：carrier０
、carrier１とcarrier２がある。band２には２つのキャリア：carrier０とcarrier１があ
る。周波数帯band０では、carrier０でランダムアクセスを行う。周波数帯band１とband
２では、carrier０ とcarrier１でランダムアクセスを行う。この場合、同時に周波数帯
識別情報、例えば周波数帯識別子、および周波数バンド内部のキャリア識別情報、例えば
キャリア識別子を用いて要求メッセージの中のキャリア識別情報とする必要がある。
【００５３】
　このようにして、端末装置は要求メッセージの中の周波数帯識別子とキャリア識別子に
基づいて対応するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを基地局へ
送信することができる。
【００５４】
　本実施例においては、基地局が当該関連パラメータを獲得した後に、保存したキャリア
識別情報と一緒に直接ランダムアクセスの最適化アルゴリズムの入力パラメータを生成し
、当該基地局は当該入力パラメータを利用して最適化を行うことができる。当該最適化ア
ルゴリズムは任意の公知の方法を採用することができるためここでは重複な説明を省略す
る。また、当該基地局は当該関連パラメータを、ネットワークを介して、ネットワーク側
の他の機能エンティティ、例えばネットワーク管理システムに送信し、当該機能エンティ
ティに、当該関連パラメータを利用して最適化を行わせることができる。
【００５５】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいては、基
地局は、関連するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを報告する
よう端末装置に指示し、ネットワーク側に、当該関連パラメータを利用して対応するキャ
リアでのランダムアクセスチャネルについて最適化を行うことができ、時間の遅延を低減
し且つランダムアクセスの成功率を上げることができ、異なる周波数バンドキャリアシス
テムにおける従来技術の課題を解決することができる。
【００５６】
　図４は、本発明の実施例２のパラメータ獲得方法のフローチャートである。図４に示さ
れたように、当該方法は、ステップ４０１とステップ４０２を含む。
【００５７】
　ステップ４０１では、基地局は、少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセ
ス手順の関連パラメータを報告するよう端末装置に要求メッセージを送信する。当該要求
メッセージにはキャリア識別情報が含まれる；
　ステップ４０２では、当該基地局は、端末装置が当該要求メッセージに基づいてフィー
ドバックした少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメー
タを受信し、当該基地局は当該関連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最
適化を行う。ここで、当該関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで最後に成
功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、
最後に成功したランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリア
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ンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む。
【００５８】
　本実施例では、当該基地局は、関連するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関
連パラメータを報告するよう端末装置に指示することができるため、当該端末装置は、関
連パラメータを報告するときに、キャリア識別情報を報告しなくても良い。ここで、当該
キャリア識別情報は１つ、または２つ以上であっても良い。
【００５９】
　本実施例では、当該基地局が送信するキャリア識別情報は実施例１と類似するためここ
では重複な説明を省略する。
【００６０】
　また、本実施例においては、当該方法は、当該基地局が関連パラメータをネットワーク
側の他の機能エンティティに送信し、ネットワーク側の他の機能エンティティに、関連パ
ラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わせることを含む。例えば、
当該基地局はコアネットワークを介して当該関連パラメータをネットワーク管理システム
へ送信し、当該ネットワーク管理システムに、関連パラメータに基づいて対応するランダ
ムアクセスの最適化を行わせることができる。
【００６１】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいては、基
地局は、関連するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを報告する
よう端末装置に指示し、ネットワーク側に、対応するキャリアでのランダムアクセスチャ
ネルについて最適化を行わせることができ、よって、時間の遅延を低減し且つランダムア
クセスの成功率を上げることができ、異なる周波数バンドキャリアシステムにおける従来
技術の課題を解決することができる。
【００６２】
　以下、異なる周波数バンドCAシステムにおいて、基地局は、少なくとも１つのキャリア
で発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを報告するよう端末装置に指示するこ
とを例として、当該方法について詳細な説明をする。
【００６３】
　図５は、本発明の実施例３のパラメータ獲得方法のフローチャートである；図３に示さ
れたように、当該方法は、ステップ５０１～ステップ５１０を含む。
【００６４】
　ステップ５０１では、基地局は、ランダムアクセスの最適化アルゴリズムの要求に基づ
いて、端末装置にランダムアクセス手順の関連パラメータを報告させる必要があるかを判
断し、もし判断の結果は「はい」であれば、ステップ５０２を実行し、そうでなければ続
けて判断を行う。
【００６５】
　ステップ５０２では、もしステップ５０１での判断の結果は「はい」であれば、要求を
開始する。
【００６６】
　ここで、当該基地局は、ランダムアクセス情報要求メッセージ、例えばUE Information
 Requestメッセージを通じて当該要求を送信することができ、且つ当該ランダムアクセス
情報要求メッセージに、当該端末装置が報告すべきキャリアCjでのランダムアクセス手順
の関連パラメータを指示することができる。
【００６７】
　ここで、当該情報には、キャリア識別情報が含まれ、また、キャリア識別情報について
はすでに実施例１と２で説明したため、ここでは重複な説明を省略する。
【００６８】
　当該関連パラメータは、キャリアCjにおいて、最後に成功したランダムアクセス手順に
おいて送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功したランダムアクセ
ス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは
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検出されたかの情報と、を含む。
【００６９】
　ステップ５０３では、当該端末装置が当該要求メッセージを受信する。
【００７０】
　ステップ５０４では、当該端末装置は、当該要求メッセージの中のキャリア識別情報に
基づいてキャリアCjで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを応答メッセージ
を通じて当該基地局へ送信する。
【００７１】
　ここで、当該応答メッセージは、ランダムアクセス情報応答メッセージ、例えばUE Inf
ormation Responseメッセージであっても良い。このとき、基地局は、報告すべきキャリ
アCjでのランダムアクセス手順の関連パラメータを明確に指示したため、当該応答メッセ
ージにはキャリア識別情報が含まれなくても良い。
【００７２】
　ステップ５０５では、当該基地局は、端末装置が当該要求メッセージに基づいてフィー
ドバックした応答メッセージを受信したかを判断する。もし判断の結果は「はい」であれ
ば、ステップ５０６を実行し、そうでなければステップ５０８を実行する。
【００７３】
　ステップ５０６では、 もしステップ５０５で当該基地局は、端末装置がフィードバッ
クした応答メッセージを受信すれば、当該基地局は、キャリアCjでの関連パラメータと保
存したキャリアCjの識別情報を組み合わせてランダムアクセスの最適化アルゴリズムの入
力パラメータとする。
【００７４】
　ステップ５０７では、当該基地局は、当該入力パラメータを利用し所定のランダムアク
セスの最適化アルゴリズムを採用してランダムアクセスの最適化を行う。
【００７５】
　ここで、当該基地局は、ネットワーク側の、最適化アルゴリズムを実行するエンティテ
ィとされ、当該ランダムアクセスの最適化アルゴリズムは、従来技術の中の任意の最適化
アルゴリズムを採用することができるため、ここでは重複な説明を省略する。
【００７６】
　ステップ５０８では、もしステップ５０５での判断の結果、基地局が当該応答メッセー
ジを受信していないのであれば、当該基地局は、タイマーが期限切れになったかを判断し
、もし期限切れでなければ、ステップ５０５に戻り、もし期限切れであれば、当該基地局
は、応答メッセージが受信されていないと判断し、手順を終了する。
【００７７】
　また、基地局をネットワーク側のランダムアクセスの最適化アルゴリズムのエンティテ
ィとする以外に、ネットワーク側の他の機能エンティティを、ランダムアクセスの最適化
アルゴリズムを実行するエンティティとすることもできる。例えば、ネットワーク管理シ
ステムを利用してランダムアクセスの最適化アルゴリズムを実行することができる。この
場合、ステップ５０６の後に、ステップ５０９をも含む。
【００７８】
　ステップ５０９では、当該基地局は、キャリアCjでの関連パラメータと保存したキャリ
アCjの識別情報を組み合わせた後のパラメータを、ネットワークを介して他の機能エンテ
ィティに送信する。
【００７９】
　ステップ５１０では、当該他の機能エンティティは、組み合わせた後のパラメータに基
づいてランダムアクセスの最適化を行う。
【００８０】
　前記実施例において、ステップ５０２では、基地局が１つのキャリアCjでのランダムア
クセス手順の関連パラメータを報告するよう指示した例について説明したが、当該基地局
は、１つ以上のキャリアのランダムアクセス手順の関連パラメータを報告するよう指示す
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ることもできる。この場合、ステップ５０２でのランダムアクセス情報要求メッセージに
含まれるキャリア識別情報は１つ以上のキャリア識別情報であっても良い。この場合、ス
テップ５０４では、当該端末装置は、所定のルールに基づいて複数のキャリアでランダム
アクセスを行う手順の関連パラメータを報告し、キャリア識別情報を報告する必要はない
。例えば、ランダムアクセス情報要求メッセージの中のキャリア識別情報の順番に基づい
て、報告されたランダムアクセス手順の関連パラメータを並び替え、且つ順番に基地局へ
送信することができる。このようにして、当該基地局は、送信したキャリア識別情報に対
応する関連パラメータを順番に受信することができる。
【００８１】
　実施例では、ランダムアクセスの最適化を行うとは、ランダムアクセス手順において当
該基地局が当該端末装置に通知した、ランダムアクセスの関連パラメータについて最適化
を行うことを含む。ここでは、動的に調整し最適化を行う必要のあるパラメータは、ラン
ダムアクセスチャネルのチャネル構成パラメータ、ランダムアクセスチャネルの転送パワ
ー制御パラメータ、ランダムアクセスチャネルのバックワードパラメータとランダムアク
セスチャネルのプリアンブルセットのセグメントパラメータ等を含む。
【００８２】
　例えば、ランダムアクセスチャネルの転送パワー制御パラメータには、パワーステップ
が含まれる。当該基地局は、もし前回のプリアンブル送信が失敗したら、次回のプリアン
ブル送信のときにパワーを上げ、且つ、毎回上げる量はパワーステップである。もし当該
値が小さすぎるのなら、当該端末装置が最大のプリアンブル送信回数に達した後であって
も、送信パワー値は依然としてパスロスと干渉を克服することができず、当該基地局は、
プリアンブルをうまく受信することができない。もし当該値が大きすぎるのなら、当該端
末装置のプリアンブル送信パワーが早く大きくなり、他の端末装置に必要でない干渉を与
えることになる。従って、パワーステップについて最適化を行う必要がある。最適化のと
きに、当該基地局は、セル内の全ての端末装置に対し１つ又は１つの以上のキャリアで成
功したランダムアクセス手順で送信されたプリアンブル数量と、今回のランダムアクセス
手順では争奪を検出したかを報告させるこのようにして、基地局は各端末装置が報告した
関連パラメータを利用して最適化を行うことができる。即ち、或るキャリアにおける、全
ての端末装置の前記２つのパラメータを統計し、もし当該基地局は、端末装置のランダム
アクセス手順で送信されたプリアンブルの数が大きいと発見すれば、これは遅延時間が比
較的長くて、争奪が検出された端末装置は少ないことを意味する。即ち、ランダムアクセ
ス手順の時間遅延の主な原因は、端末装置がプリアンブルを送信するパワーが足りないか
らであり、アクセスリソースの間に争奪（即ち、複数の端末装置は同じアクセスチャネル
で同時に同じプリアンブルを送信する場合、衝突や争奪が発生する。これは、通常、アク
セスチャネルが少なすぎ、或いは端末装置が選択できるプリアンブルが少ないからである
）が発生しているからではない。この場合、パワーステップが小さすぎ調整する必要があ
ると初歩的に判断することができる。
【００８３】
　前記実施例では、パワーステップを例にパラメータの最適化について説明したが、前記
他のパラメータの最適化について従来の任意のアルゴリズムを採用して実現することがで
きるため、ここでは重複な説明を省略する。
【００８４】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、基地
局は、関連キャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを報告するよう端
末装置に指示し、ネットワーク側に、対応するキャリアでのランダムアクセスチャネルに
ついて最適化を行わせることができるため、時間の遅延を低減し且つランダムアクセスの
成功率を上げることができ、よって、異なる周波数バンドキャリアシステムにおける従来
技術の課題を解決することができる。
【００８５】
　上述した実施例の方法の全てまたは一部のステップは、プログラムを介して関連のハー
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ドウェアを命令して実現させることができ、前記プログラムがコンピュータ読み取り可能
な記録媒体に記録され、当該プログラムを実行するときに、上記の実施例の方法の全てま
たは一部のステップを含むことができ、前記記録媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク、光デ
ィスクを含むことは、当業者に理解されるところである。
【００８６】
　本発明の実施例は、例えば、以下の実施例のように、基地局と端末装置をも提供する。
当該基地局と端末装置では、課題を解決するための原理と、基地局と端末装置によるパラ
メータ獲得方法とは類似するため、当該基地局と端末装置の実施について前記方法の実施
を参照することができ、ここでは、重複な説明を省略する。
【００８７】
　図６は、本発明の実施例４の端末装置の構成の概略図である。図６に示されたように、
当該端末装置は、第一受信ユニット６０１と第一送信ユニット６０２を含む。
【００８８】
　第一受信ユニット６０１では、基地局から送信され、少なくとも１つのキャリアで発生
したランダムアクセス手順の関連パラメータを報告させるための要求メッセージを受信し
、当該要求メッセージにはキャリア識別情報が含まれる。
【００８９】
　第一送信ユニット６０２では、第一受信ユニット６０１が受信した要求メッセージに基
づいて少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを基
地局へ送信し、ネットワーク側に、関連パラメータを利用して対応するランダムアクセス
の最適化を行わせる。
【００９０】
　ここで、関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで、最後に成功したランダ
ムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功し
たランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪
が存在することは検出されたかの情報と、を含む。
【００９１】
　本実施例では、当該キャリア識別情報は、異なるキャリアのキャリア識別情報を唯一に
識別するために使われる。また、第一送信ユニット６０２は、要求メッセージの中のキャ
リア識別情報に基づいて対応するキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメ
ータを基地局へ送信する。
【００９２】
　各周波数帯において１つのキャリアがランダムアクセスを行うことができるときに、当
該キャリア識別情報は、予め設定した周波数帯識別情報であっても良い。また、第一送信
ユニット６０２は、要求メッセージの中の周波数帯識別情報に基づいて対応するキャリア
で発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを基地局へ送信する。
【００９３】
　各周波数帯において、１つ以上のキャリアがランダムアクセスを行うことができるとき
に、キャリア識別情報は周波数帯識別情報とキャリア識別情報を含むことができる。ここ
で、前記キャリア識別情報は、同一の周波数バンド内部では唯一であり、異なる周波数帯
の間では唯一ではない。第一送信ユニット６０２は、要求メッセージの中の周波数帯識別
情報とキャリア識別情報に基づいて対応するキャリアで発生したランダムアクセス手順の
関連パラメータを基地局へ送信する。
【００９４】
　また、本実施例においては、当該端末装置は記憶ユニット（図示せず）を有することが
できる。当該記憶ユニットには、当該端末装置がキャリアでランダムアクセス手順に成功
した関連パラメータを記憶させる。
【００９５】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、当該
端末装置は、基地局の指示に基づいて関連キャリアで発生したランダムアクセス手順の関
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連パラメータ報告し、且つ当該関連パラメータを基地局へ送信し、ネットワーク側に、対
応するキャリアでのランダムアクセスチャネルの最適化を行わせることができる。これに
より、時間の遅延を低減し且つランダムアクセスの成功率を上げることができ、異なる周
波数バンドキャリアシステムにおける従来技術の課題を解決することができる。
【００９６】
　図７は、本発明の実施例５の基地局の構成の概略図である。図７に示されたように、当
該基地局は、第二送信ユニット７０１と第二受信ユニット７０２を含む。
【００９７】
　第二送信ユニット７０１では、少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス
手順の関連パラメータを獲得する要求メッセージを端末装置へ送信する。当該要求メッセ
ージには、キャリア識別情報が含まれる。
【００９８】
　第二受信ユニット７０２では、端末装置が要求メッセージに基づいてフィードバックし
た少なくとも１つのキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを受信し
、基地局に、関連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わせる。
ここで、関連パラメータは、当該少なくとも１つのキャリアで、最後に成功したランダム
アクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功した
ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が
存在することは検出されたかの情報と、を含む。
【００９９】
　本実施例では、当該キャリア識別情報は前記実施例と同様であるため、ここでは重複な
説明を省略する。
【０１００】
　前記実施例では、当該基地局は、ランダムアクセスの最適化を行うエンティティとされ
たが、ネットワーク側の他の機能エンティティをランダムアクセスの最適化を行うエンテ
ィティとすることもできる。この場合、当該基地局は第三送信ユニット７０３をさらに有
し、第三送信ユニット７０３は、第二受信ユニット７０２が受信した少なくとも１つのキ
ャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータをネットワーク側の他の機能エ
ンティティへ送信し、ネットワーク側の他の機能エンティティに、当該関連パラメータを
利用して対応するランダムアクセスの最適化を行なわせる。
【０１０１】
　また、当該基地局は、キャリア識別情報を記憶する記憶ユニット（図示せず）をさらに
有することができる。
【０１０２】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、当該
基地局は、関連キャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを報告するよ
う端末装置に指示し、ネットワーク側に、対応するキャリアでのランダムアクセスチャネ
ルの最適化を行わせることができる。これにより、時間の遅延を低減し且つランダムアク
セスの成功率を上げることができ、異なる周波数バンドキャリアシステムにおける従来技
術の課題を解決することができる。
【０１０３】
　図８は、本発明の実施例６のパラメータ獲得方法のフローチャートである。図８に示さ
れたように、当該方法は、ステップ８０１とステップ８０２を含む。
【０１０４】
　ステップ８０１では、端末装置は、基地局から送信され、ランダムアクセス手順の関連
パラメータを報告させるための要求メッセージを受信する。
【０１０５】
　ステップ８０２では、当該端末装置は、当該要求メッセージに基づいてキャリアで発生
したランダムアクセス手順の関連パラメータを当該基地局へ送信し、ネットワーク側に、
当該関連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行なわせる。
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【０１０６】
　ここで、当該関連パラメータは、キャリア識別情報、当該キャリア識別情報に対応する
キャリアで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプ
リアンブルの数と、最後に成功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つの
ランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む。
【０１０７】
　本実施例において、ステップ８０１では、当該要求メッセージはUE Information Reque
stメッセージを採用することができる。ステップ８０２では、当該端末装置が当該要求メ
ッセージを受信した後に、UE Information Responseメッセージを通じて、関連パラメー
タをフィットバックする。
【０１０８】
　本実施例において、ステップ８０１では、当該基地局は、要求メッセージにおいて端末
装置が報告すべきランダムアクセス手順の関連パラメータだけを指示する。ステップ８０
２では、当該端末装置は、要求メッセージを受信した後、関連パラメータをフィットバッ
クするときに、全てのキャリアまたは一部のキャリアに対応するキャリア識別情報と、当
該キャリア識別情報に対応する各キャリアで発生し且つ最後に成功したランダムアクセス
手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功した当該ラン
ダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在
することは検出されたかの情報と、を含むことができる。
【０１０９】
　本実施例では、キャリア識別情報は、全てのキャリアまたは一部のキャリアに対応する
キャリア識別情報を含むことができるため、ステップ８０２では、具体的に、当該端末装
置が当該要求メッセージに基づいて全てまたは一部のキャリアで発生したランダムアクセ
ス手順の関連パラメータを当該基地局へ送信することができる。
【０１１０】
　もし今回報告した全てのキャリアでの関連パラメータと、前回報告した全てのキャリア
での関連パラメータとは全て異なると決定した場合、当該端末装置は今回報告した関連パ
ラメータには、全てのキャリア識別情報と、当該キャリア識別情報に対応する各キャリア
で発生し且つ最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセス
プリアンブルの数と、最後に成功した当該ランダムアクセス手順において少なくとも１つ
のランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、が含ま
れることができる。
【０１１１】
　もし今回報告した全てのキャリアでの関連パラメータの中で一部のキャリアでの関連パ
ラメータと、前回報告した当該一部のキャリアでの関連パラメータとは同じであって、他
の一部のキャリアでは異なるのであれば、当該端末装置は、当該一部のキャリアでの関連
パラメータを報告せず、当該他の一部のキャリアでの関連パラメータだけを報告すればよ
い。この場合、当該端末装置は、今回、他の一部のキャリアのキャリア識別情報と、当該
キャリア識別情報に対応する各キャリアで発生した最後に成功したランダムアクセス手順
において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功した当該ランダム
アクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在する
ことは検出されたかの情報と、を報告する。
【０１１２】
　本実施例においては、当該関連パラメータに含まれる「最後に成功したランダムアクセ
ス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは
検出されたかの情報」について“０”または“１”で示し、例えば、“０”で争奪が存在
することを示し、“１”で存在しないことを示すことができる。逆の場合も同じである。
また、“true”または“false”を用いることもできる。例えば、背景技術に開示された
ようである。ここでは重複な説明を省略するが、前記の表示方法に限られず、他の任意の
符号で示すことができる。
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【０１１３】
　本実施例においては、システムの構成、または、各周波数帯でランダムアクセス手順を
行うキャリアの数によりキャリア識別情報を決定することができる。ここで、
　１）システムは各キャリアにキャリア識別情報、例えばキャリア識別子を順番に配分す
るときに、当該キャリア識別子はキャリアを唯一に識別でき、この場合、当該キャリア識
別情報は当該キャリア識別子であってもよい。
【０１１４】
　２）各周波数帯において１つのキャリアだけがランダムアクセスを行うことができると
きに、当該キャリア識別情報として、周波数帯識別情報を採用することができる。例えば
、周波数帯識別子で示すことができる。
【０１１５】
　３）各周波数帯において１つ以上のキャリアがランダムアクセスを行うことができ、且
つキャリア識別情報は同一周波数バンド内部では唯一であるが、異なる周波数帯の間では
唯一でない場合、当該キャリア識別情報には、周波数帯識別情報とキャリア識別情報が同
時に含まれる必要がある。
【０１１６】
　本実施例では、基地局は、当該関連パラメータを獲得した後、当該関連パラメータをラ
ンダムアクセスの最適化アルゴリズムの入力パラメータとする。当該基地局は、当該入力
パラメータに基づいて最適化を行う。当該最適化アルゴリズムは従来の任意の方法を採用
することができるため、ここでは重複な説明を省略する。また、当該基地局は、当該関連
パラメータをネットワークを介してネットワーク側の他の機能エンティティに送信し、当
該機能エンティティに、当該関連パラメータに基づいて最適化を行わせることができる。
【０１１７】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、端末
装置は、基地局の指示に基づいてランダムアクセス手順の関連パラメータを報告し、ネッ
トワーク側に、対応するキャリアでのランダムアクセスチャネルの最適化を行わせること
ができる。これにより、時間の遅延を低減し且つランダムアクセスの成功率を上げること
ができ、異なる周波数バンドキャリアシステムにおける従来技術の課題を解決することが
できる。
【０１１８】
　図９は、本発明の実施例７のパラメータ獲得方法のフローチャートである。図９に示さ
れたように、当該方法は、ステップ９０１とステップ９０２を含む。
【０１１９】
　ステップ９０１では、基地局は、発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを獲
得する要求メッセージを端末装置に送信する。
【０１２０】
　ステップ９０２では、当該端末装置が要求メッセージに基づいてフィードバックしたキ
ャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを受信し、基地局に、関連パラ
メータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わせる。ここで、関連パラメー
タは、キャリア識別情報と、当該キャリア識別情報に対応する最後に成功したランダムア
クセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功したラ
ンダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が存
在することは検出されたかの情報と、を含む。
【０１２１】
　ここで、当該キャリア識別情報は前記実施例と同様であるため、ここでは重複な説明を
省略する。
【０１２２】
　本実施例では、当該基地局をランダムアクセスの最適化を行うエンティティとしたが、
ネットワーク側の他の機能エンティティも当該ランダムアクセスの最適化を行うことがで
きる。この場合、当該方法は、
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　基地局が当該関連パラメータをネットワーク側の他の機能エンティティへ送信し、ネッ
トワーク側の他の機能エンティティに、当該関連パラメータを利用して対応するランダム
アクセスの最適化を行なわせることを含む。
【０１２３】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、基地
局は、キャリア識別情報を含むランダムアクセス手順の関連パラメータを報告するよう端
末装置に指示し、ネットワーク側に、対応するキャリアでのランダムアクセスチャネルの
最適化を行わせることができる。よって、時間の遅延を低減し且つランダムアクセスの成
功率を上げることができ、異なる周波数バンドキャリアシステムにおける従来技術の課題
を解決することができる。
【０１２４】
　以下、異なる周波数バンドCAシステムにおいて、基地局は、ランダムアクセス手順の関
連パラメータを報告させるよう端末装置に指示することを例に当該方法について詳しく説
明した。
【０１２５】
　図１０は、本発明の実施例８のパラメータ獲得方法のフローチャートである。図１０に
示されたように、当該方法は、ステップ１００１～ステップ１０１０を含む。
【０１２６】
　ステップ１００１では、基地局は、ランダムアクセスの最適化アルゴリズムに応じて、
端末装置にランダムアクセス手順の関連パラメータを報告させる必要があるかを判断する
。もし判断の結果は「はい」であれば、ステップ１００２を実行し、そうでなければ判断
を続ける。
【０１２７】
　ステップ１００２では、もしステップ１００１での判断の結果は「はい」であれば、要
求を開始する。
【０１２８】
　ここで、当該基地局は、ランダムアクセス情報要求メッセージ、例えばUE Information
 Requestメッセージを通じて、当該要求を送信することができる。また、当該ランダムア
クセス情報要求メッセージの中で、ランダムアクセス手順の関連パラメータを報告するよ
う当該端末装置に指示することができる。
【０１２９】
　ステップ１００３では、当該端末装置が当該要求メッセージを受信する。
【０１３０】
　ステップ１００４では、当該端末装置は、当該要求メッセージに基づいてランダムアク
セス手順の関連パラメータを、応答メッセージを通じて当該基地局へ送信する。
【０１３１】
　ここで、当該応答メッセージは、ランダムアクセス情報に対応するメッセージ、例えば
UE Information Responseメッセージであっても良い。このとき、基地局は、どのキャリ
アでのランダムアクセス手順の関連パラメータを報告すべきかについて明確に指示してい
ないため、当該応答メッセージの中には全てまたは一部のキャリアのキャリア識別情報が
含まれても良い。
【０１３２】
　このようにして、当該応答メッセージの関連パラメータの中には、全てまたは一部のキ
ャリア識別情報の外に、キャリア識別情報に対応するキャリアで最後に成功したランダム
アクセス手順において送信されたランダムアクセスプリアンブルの数と、最後に成功した
ランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダムアクセスプリアンブルに争奪が
存在することは検出されたかの情報と、をも含む。
【０１３３】
　ステップ１００５では、当該基地局は、端末装置が当該要求メッセージに基づいてフィ
ードバックした応答メッセージを受信したかを判断する。もし判断の結果は「はい」であ
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れば、ステップ１００６を実行する。そうでなければステップ１００８を実行する。
【０１３４】
　ステップ１００６では、もしステップ１００５で当該基地局が端末装置からフィードバ
ックされた応答メッセージを受信したのであれば、当該基地局は、当該応答メッセージの
中の関連パラメータをランダムアクセスの最適化アルゴリズムの入力パラメータとする。
【０１３５】
　ステップ１００７では、当該基地局は、当該入力パラメータを利用し所定のランダムア
クセスの最適化アルゴリズムを採用してランダムアクセスの最適化を行う。
【０１３６】
　ここで、当該基地局は、ネットワーク側の、最適化アルゴリズムを実行するエンティテ
ィとなった。当該ランダムアクセスの最適化アルゴリズムは従来の任意のアルゴリズムを
採用することができるため、ここでは重複な説明を省略する。
【０１３７】
　ステップ１００８では、もしステップ１００５での判断の結果は、基地局が当該応答メ
ッセージを受信していないのであれば、当該基地局は、タイマーが期限切れになったかを
判断する。もし期限切れでなければ、ステップ１００５に戻る。もし期限切れであれば、
当該基地局は、応答メッセージが受信されていないと判断し、手順を終了する。
【０１３８】
　また、基地局をネットワーク側のランダムアクセスの最適化アルゴリズムのエンティテ
ィにするほかに、ネットワーク側の他の機能エンティティをランダムアクセスの最適化ア
ルゴリズムを実行するエンティティにすることもできる。この場合、ステップ１００６の
後に、さらにステップ１００９を含むことができる。
【０１３９】
　ステップ１００９では、当該基地局は、関連パラメータを、ネットワークを介して他の
機能エンティティに送信する。
【０１４０】
　ステップ１０１０では、当該他の機能エンティティは、当該関連パラメータを利用して
ランダムアクセスの最適化を行う。
【０１４１】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、基地
局は、キャリア識別情報を含むランダムアクセス手順の関連パラメータを報告するよう端
末装置に指示し、ネットワーク側に、対応するキャリアでのランダムアクセスチャネルの
最適化を行わせることができる。よって、時間の遅延を低減し且つランダムアクセスの成
功率を上げることができ、異なる周波数バンドキャリアシステムにおける従来技術の課題
を解決することができる。
【０１４２】
　上述した実施例の方法の全てまたは一部のステップは、プログラムを介して関連のハー
ドウェアを命令して実現させることができ、前記プログラムがコンピュータ読み取り可能
な記録媒体に記録され、当該プログラムを実行するときに、上記の実施例の方法の全てま
たは一部のステップを含むことができ、前記記録媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク、光デ
ィスクを含むことは、当業者に理解されるところである。
【０１４３】
　本発明の実施例は、以下の実施例のように基地局と端末装置を提供する。当該基地局と
端末装置では、課題を解決するための原理と、基地局と端末装置によるパラメータ獲得方
法とは類似するため、当該基地局と端末装置の実施について前記方法の実施を参照するこ
とができ、ここでは、重複な説明を省略する。
【０１４４】
　図１１は、本発明の実施例９の端末装置の構成の概略図である。図１１に示されたよう
に、当該端末装置は、第三受信ユニット１１０１と第四送信ユニット１１０２を含む。
【０１４５】
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　第三受信ユニット１１０１は、基地局から送信され、ランダムアクセス手順の関連パラ
メータを報告させるための要求メッセージを受信する。
【０１４６】
　第四送信ユニット１１０２は、第三受信ユニット１１０１が受信した要求メッセージに
基づいてキャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを基地局へ送信し、
ネットワーク側に、関連パラメータを利用して相応するランダムアクセスの最適化を実行
させる。
【０１４７】
　ここで、関連パラメータは、キャリア識別情報と、当該キャリア識別情報に対応するキ
ャリアで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリ
アンブルの数と、最後に成功したランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダ
ムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む。また、
キャリア識別情報は、全てまたは一部のキャリアの識別情報であっても良い。
【０１４８】
　また、キャリア識別情報は、一部または全てのキャリアの識別情報であっても良い。第
四送信ユニット１１０２は、一部または全てのキャリアでの関連パラメータを送信するこ
とができる。詳しくは、前記実施例と同様であるため、ここでは重複な説明を省略する。
【０１４９】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、端末
装置は、基地局の指示に基づいてキャリア識別情報を含むランダムアクセス手順の関連パ
ラメータを報告し、ネットワーク側に、対応キャリアでのランダムアクセスチャネルの最
適化を行わせることができるため、時間の遅延を低減し且つランダムアクセスの成功率を
上げることができ、異なる周波数バンドキャリアシステムにおける従来技術の課題を解決
することができる。
【０１５０】
　図１２は、本発明の実施例１０の基地局の構成の概略図。図１２に示されたように、当
該基地局は、第五送信ユニット１２０１と第四受信ユニット１２０２を含む。
【０１５１】
　第五送信ユニット１２０１は、発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを獲得
する要求メッセージを端末装置に送信する。
【０１５２】
　第四受信ユニット１２０２は、端末装置が要求メッセージに基づいてフィードバックし
た、キャリアで発生したランダムアクセス手順の関連パラメータを受信し、基地局に、関
連パラメータを利用して対応するランダムアクセスの最適化を行わせる。
【０１５３】
　ここで、関連パラメータは、キャリア識別情報と、当該キャリア識別情報に対応するキ
ャリアで最後に成功したランダムアクセス手順において送信されたランダムアクセスプリ
アンブルの数と、最後に成功したランダムアクセス手順において少なくとも１つのランダ
ムアクセスプリアンブルに争奪が存在することは検出されたかの情報と、を含む。また、
キャリア識別情報は、全てまたは一部のキャリアの識別情報であっても良い。
【０１５４】
　また、キャリア識別情報は前記実施例と同様であるため、ここでは重複な説明を省略す
る。
【０１５５】
　本実施例では、当該基地局をランダムアクセスの最適化を行うエンティティとしたが、
ネットワーク側の他の機能エンティティも当該ランダムアクセスの最適化を行うことがで
きる。この場合、当該基地局は、さらに第六送信ユニット１２０３を含む。
【０１５６】
　第六送信ユニット１２０３は、第四受信ユニット１２０２が受信した関連パラメータを
ネットワーク側の他の機能エンティティに送信し、ネットワーク側の他の機能エンティテ
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【０１５７】
　前記実施例から明らかなように、異なる周波数バンドキャリアシステムにおいて、基地
局は、キャリア識別情報を含むランダムアクセス手順の関連パラメータを報告するよう端
末装置に指示し、ネットワーク側に、対応するキャリアでのランダムアクセスチャネルの
最適化を行わせるため、時間の遅延を低減し且つランダムアクセスの成功率を上げること
ができ、異なる周波数バンドキャリアシステムにおける従来技術の課題を解決することが
できる。
【０１５８】
　本発明の実施例によれば、コンピュータ読み取り可能なプログラムを提供する。端末装
置で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは、コンピュータに、前記端末装
置で実施例１または６に記載のパラメータ獲得方法を実行させる。
【０１５９】
　本発明の実施例によれば、コンピュータ読み取り可能なプログラムを記憶させた記録媒
体を提供する。前記コンピュータ読み取り可能なプログラムは、コンピュータに端末装置
で実施例１または６に記載のパラメータ獲得方法を実行させる。
【０１６０】
　本発明の実施例によれば、コンピュータ読み取り可能なプログラムを提供する。基地局
で前記プログラムを実行するときに、前記プログラムは、コンピュータに、前記基地局で
実施例２または７に記載のパラメータ獲得方法を実行させる。
【０１６１】
　本発明の実施例によれば、コンピュータ読み取り可能なプログラムを記憶させた記録媒
体を提供する。前記コンピュータ読み取り可能なプログラムは、コンピュータに、基地局
で実施例２または７に記載のパラメータ獲得方法を実行させる。
【０１６２】
　上述の本発明の装置および方法は、ハートウェアにより実現することができ、また、ハ
ートウェアとソフトウェアの組み合わせにより実現することもできる。また、本発明はコ
ンピュータ読み取り可能なプログラムに関し、当該プログラムがロジックコンポーネント
に実行されるときに、当該ロジックコンポーネントに上述の装置又は構成要素を実現させ
ることができ、当該ロジックコンポーネントに上述の各方法又はステップを実現させるこ
とができる。本発明は上記プログラムを記録する記録媒体に関し、例えば、ハードディス
ク、磁気ディスク、光ディスク、DVD、flashメモリ等を含む。
【０１６３】
　以上、具体的な実施の形態を参照しながら本発明について説明を行ったが、これらの記
載は例示的なものであり、本発明の保護範囲を制限するものではないことは、当業者にと
って理解されるところである。また、当業者は本発明の精神と原理に基づいて本発明につ
いて種々の変更と修正を行うことができ、また、これらの変更と修正も本発明の範囲に含
まれる。
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